
近
代
と
民
衆

～
日
本
史
授
業
に
お
け
る
素
材
を
中
心
に
～

相
模
原
高
等
学
校
　
　
高

　

橋
　
　
正
　
一　
郎
　
　
　
ぃ
き
た
ぃ
。

一
、
は
じ
め
に

近
年
、
「
日
本
に
と

つ
て
近
代
と
は
何
ん
で
あ

っ
た
の
か
」
と

い
つ
た
指
摘

の
声
は
、
小
さ
く
な
い

（注
１
）
。
と
い
っ
て
、
こ
こ
で
近
代
の
病
弊
を
取
り

上
げ
、
性
急
な
近
代
批
判
を
試
み
た
り
、　
一
方
で
近
世
、
江
戸
時
代
を
賛
美
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
ｃ

本
稿
で
は
、
さ
し
あ
た
り
勤
務
校
の
日
本
史
授
業
で
扱

っ
た
素
材
を
対
象
と

し
な
が
ら
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の

一
側
面
を
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
検
討

し
て
み
た
い
。
取
り
上
げ
る
検
討
素
材
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。

①
近
世
～
近
代
の

一
揆

・
民
衆
運
動

…
素
材

「傘
連
判

（車
連
判
）
」

②
近
世
～
近
代
の
民
衆
文
化
　
　
　
・‥
素
材

「浮
世
絵

（錦
絵
）」

ま
た
適
宜
、
授
業
実
践
や
扱
い
方
に
も
触
れ
て
い
き
た
い
。

二
、
傘
連
判
に
つ
い
て

最
初
に
、
傘
連
判

（傘
連
判
状
）
に
つ
い
て
の
定
義
を
見
て
お
き
た
い
。
近

世
史

・
一
揆
研
究
者
の
保
坂
智
氏
に
よ
れ
ば
、
「
前
後
関
係
が
わ
か
ら
な
い
よ

う
に
署
名
し
た
文
書
の
形
式
。　
一
般
的
に
は
円
形
に
署
名
さ
れ
る
が
、
楕
円
、

二
重
円
、
方
形
も
あ
る
。
中
世

・
近
世
の

一
揆
、
村
方
騒
動
の
契
状
や
若
者
組

の
誓
約
書
な
ど
で
、
起
請
文
の
末
尾
に
使
用
さ
れ
る
の
が
本
来
の
形
式
で
あ

つ

た
が
、
し
だ
い
に
廻
状
や
訴
状
な
ど
に
も
、
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
署
名

者
間
に
上
下
関
係
が
な
い
平
等
性
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
指
導

者
を
隠
蔽
す
る
役
割
も
果
た
し
た
。
藁
座
廻
状
、
阿
弥
陀
目
安
な
ど
多
様
な
名

称
で
呼
ば
れ
た
が
、
近
世
の

一
般
的
な
呼
称
は
車
連
判
状
で
あ
る
。
朝
鮮
半
島

に
も
同
様
な
署
名
形
式
が
存
在
し
、
サ
バ
ル
通
文
と
呼
ば
れ
て
い
る
」
（注
２
）

と
あ
る
ｃ
以
下
、
保
坂
氏
の
指
摘
に
沿
い
な
が
ら
傘
連
判
に
つ
い
て
検
討
し
て

最
初
に
、
挙
げ
る
傘
連
判
は
、
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
た
美
濃
国
郡
上
藩
の
宝

暦
騒
動
の
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
騒
動
は
、　
一
七
五
四

（宝
暦
四
）
年
よ

り
約
五
年
間
、
美
濃
国
郡
上
藩
の
年
貢
増
徴
に
反
対
し
た
農
民
が
、
藩
さ
ら
に

は
幕
府
に
粘
り
強
く
訴
え
出
た
大
規
模
な
百
姓

一
揆
で
あ
る
。
終
息
し
た

一
七

五
八
年

一
ｏ
月
の
判
決
で
は
、
老
中
は
じ
め
幕
府
役
人
多
数
が
罰
せ
ら
れ
、
郡

上
藩
主
金
森
氏
は
領
地
没
収
、
御
家
断
絶
の

一
方
、
農
民
側
に
も
、
死
罪

一
四

人

（他
に
牢
死

一
九
人
）
、
追
放
な
ど
の
処
分
数
十
人
に
お
よ
ぶ
も
の
で
あ

っ

た

（注
３
）
。
傘
連
判
状
は
、　
一
揆
の
過
程
で
３
回
作
成
さ
れ
、
内
２
点
が
現

存
す
る
。
史
料
１
は
、
そ
の

一
点
で

一
七
五
六

（宝
暦
六
）
年
二
月
二
十
四
日
、

郡
上
郡
二
日
町
村
の
農
民
六
六
人
が
、
郡
中
で
決
定
し
た
こ
と
に
背
か
な
い
と

す
る
誓
約
を
し
る
し
、
ま
わ
り
に
楕
円
上
に
署
名
し
、
押
印
し
た
も
の
で
あ
る

（注
４
）
。

こ
の
史
料
を
印
刷
し
て
配
り
、
生
徒
に
意
見
を
求
め
る
と
、
当
時
の
農
民
が

一
人

一
人
印
鑑
を
持

っ
て
い
た
こ
と
。
署
名
の
字
が
き
れ
い
に
揃
い
す
ぎ
て
い

る
の
で
、
誰
か
が
あ
ら
か
じ
め
書
い
て
お
い
た
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
の
意
見

や
、
署
名
し
た
人
数
を
数
え
た
り
印
鑑
の
書
体
な
ど
に
興
味
を
持

つ
者
も
い
る
。

傘
連
判
状
を
通
し
て
、
百
姓

一
揆
に
参
加
し
た
意
識
や
身
上
に
迫
る
こ
と
が
で

き
る
。

次
に
傘
連
判
状
と
い
え
ば
、
先
の
保
坂
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
中
世

ま
た
は
近
世
に
特
徴
的
な
文
書
形
式
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
筆
者
は
近
代
に
入

っ

て
も
こ
の
形
式
は
継
承
さ
れ
て
い
る
と
見
た
い
。
そ
の
点
を
示
す
の
が
、
史
料
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２
に
あ
る
傘
連
判
状
２
例
で
あ
る
。　
一
つ
は
、
有
名
な

一
八
六
九

（明
治
二
）

年
高
崎
五
万
石
騒
動
の
時
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、　
一
人
七

六

（明
治
九
）
年
の
も
の
。
「村
内
議
定
書
連
名
之
事
」
と
の
表
題
が
あ
り
二

人
名
の
円
形
署
名
形
式
を
と
る
。
土
地
境
界
取
決
め
に
関
す
る
誓
約
内
容
で
、

掲
載
し
た
史
料
の
ほ
か
に
１
点
、
前
年
に
作
成
さ
れ
た
傘
連
判
も
現
存
す
る
。

細
か
い
分
析
は
他
日
に
期
し
た
い
が
、
今
後
も
と
も
す
る
と
見
過
ご
さ
れ
が
ち

な
近
代
文
書
を
注
意
深
く
発
掘
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
上

で
先
述
の

「中
世

・
近
世
に
特
有
な
署
名
形
式
」
と
の
指
摘
の
見
直
し
も
、
必

要
に
な

っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

次
に
地
域
の
史
料
と
し
て
、
本
部
会
が
刊
行
し
た
資
料
集
に
も
掲
載
し
た
、

現
在
の
横
浜
市
青
葉
区
内
の
近
世
地
方
文
書
で
あ
る

（史
料
３
）
。
解
説
で
も

傘
連
判
状
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
る
が
、
先
述
の
保
坂
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う

に
、
近
世
の

一
般
的
名
称
は
、
あ
く
ま
で
車
連
判
で
あ

っ
て
、
傘
連
判
と
記
さ

れ
て
も
極
少
数
の
事
例
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
、
今
日
の
教
科
書
や
辞
典
な
ど
を

見
て
も

「傘
連
判
」
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に

一
般
化
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
今
後
、
解
明
が
待
た
れ
る
問
題
で
あ
る
。

三
、
世
界
に
広
が
る
円
形
署
名
形
式

最
初
に
、
傘
連
判
の
よ
う
な
日
本
の
署
名
形
式
を
仮
に

「
円
形
署
名
形
式
」

と
呼
ぶ
こ
と
を
お
断
り
し
、
本
章
の
検
討
に
入

っ
て
い
き
た
い
。

先
の
保
坂
氏
の

「朝
鮮
半
島
に
も
同
様
な
署
名
形
式
が
存
在
し
、
サ
バ
ル
通

文
と
呼
ば
れ
て
い
る
」
と
の
指
摘
だ
が
、
辞
典
と
い
う
性
格
上
、
典
拠
ま
で
は

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
氏
か
ら
韓
国
の
独
立
記
念
館
に
そ
の
実
物
が

あ
る
と
の
ご
教
示
を
得
た
。
後
日
、
同
記
念
館
の
日
本
語
版
案
内
冊
子
を
入
手

し
た
の
で
、
早
速
見
て
み
る
と

「東
学
教
徒
通
文
」
と
あ
る
円
形
署
名
文
書
が

確
か
に
写
真
掲
載
さ
れ
て
い
る

（史
料
４
）
。　
一
人
九
四
年
か
ら
の
東
学
農
民

戦
争
の
と
き
の
も
の
で
あ

っ
た
。
干
支
の

「癸
巳
」
か
ら

一
八
九
三
年
十

一
月

の
作
成
で
、
ま
た
署
名
の
下
の
位
置
に
中
心
人
物
の

一
人

「全
琴
準
」
の
署

名
も
見
え
る
。
ま
た
後
日
、

ハ
ン
グ
ル
辞
書
か
ら

「砂
鉢
通
文
」
の
解
説
と
し

て

一主
謀
者
を
悟
ら
せ
ぬ
た
め
に
関
係
者
の
姓
名
を
う

つ
わ
形
に
ま
る
く
書
き

入
れ
た
回
状
」
と
あ
り
、
固
有
名
詞
と
な

っ
て
い
る
こ
と
も
判
明
し
た

（注
５
）
。

円
形
署
名
形
式
を
調
べ
て
い
く
中
で
、
ア
ジ
ア
で
は
朝
鮮
半
島
ば
か
り
で
な

く
、
モ
ン
ゴ
ル
に
も
存
在
が
認
め
ら
れ
る
と
の
指
摘
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、

筆
者
は
未
確
認
で
あ
る
。

次
に
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
事
例
を
紹
介
し
て
お
き
た
い

（注
６
）
。

（１
）
フ
ラ
ン
ス

時
期
…

一
七
世
紀

考
案
者
…
仏
政
府
役
人
ま
た
は
水
夫

状
況
…
陳
情
や
嘆
願
を
起
こ
す
と
き
、
嘆
願
書
の
上
に
各
々
の
署
名
を
し
た

リ
ボ
ン
を
円
形
状
に
張
り
付
け
て
提
出
し
た
。
そ
の
事
に
よ

っ
て
、

誰
か
今
回
の
反
乱
を
扇
動
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
隠
せ
た
。
仏
語
の

「
ｒ
ｕ
ｂ

ａ
ｎ
　
ｒ
ｏ
ｎ
ｄ
」
日
本
語
訳
で

「円
形
状
の
リ
ボ
ン
」

（２
）
イ
ギ
リ
ス

時
期
…

一
人
世
紀
前
半
に

「
ｒ
ｏ
ｕ
ｎ
ｄ
　
ｒ
ｏ
ｂ
ｉ

ｎ
」
と
い
う
言
葉
が

「嘆
願
書
」
と

い
う
意
味
で
初
め
て
使
用
さ
れ
る

（そ
れ
以
前
も
別

の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
）
。

考
案
者
…
水
夫

・
下
級
乗
組
員

状
況
…

一
七
三
ｏ
年

一
月
発
行
の

「
ウ
イ
ー
ク
リ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
誌
に
よ

れ
ば
、
「
水
夫
、
下
級
船
員
た
ち
が

（反
乱
の
）
首
謀
者
を
隠
す
た

め
に
編
み
出
し
た
そ
の
方
法
を
ラ
ウ
ン
ド
ラ
ビ
ン
と
名
付
け
た
」
と

い
う
。
イ
ギ
リ
ス
の
水
夫
達
は
、
リ
ボ
ン
を

つ
か
わ
ず
、
実
際
に
サ
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イ
ン
を
放
射
状
に
、
ち
ょ
う
ど
自
転
車
の
車
輪
の
ハ
ブ
か
ら
ス
ポ
ー

ク
が
出
て
い
く
よ
う
に
円
形
に
サ
イ
ン
を
し
た
と
い
う
。
以
来
、
し

ば
ら
く
こ
の
言
葉
は
、
特
に
海
軍
用
語
と
し
て
使
わ
れ
た
。　
一
八
世

紀
中
頃
か
ら
は
、

一
般
的
な
意
味
で

一嘆
願
書
」
と
し
て
使
わ
れ
た
。

フ
ラ
ン
ス

・
イ
ギ
リ
ス
両
国
と
も
訴
え
の
中
心
人
物
を
隠
蔽
す
る
目
的
で
、

考
案
さ
れ
た
と
い
う
要
素
が
強
い
。　
一
方
、
日
本
の
傘
連
判
状
で
は
隠
蔽
目
的

と
共
に
平
等
性
を
強
く
意
識
す
る
も
の
と
違

い
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
思
想

を
人
々
は
ど
の
よ
う
に
確
立
さ
せ
て
い
っ
た
の
か
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た

四
、
浮
世
絵

（錦
絵
）

次
に
浮
世
絵
の
中
の
多
色
刷
り
版
画
で
あ
る
錦
絵
を
検
討
し
た
い
。
最
初
に

教
科
書
に
お
け
る
錦
絵
の
記
述
を
多
少
長
く
な
る
が
引
用
し
て
お
く
。

三
省
堂
の

『詳
解
日
本
史
Ｂ

・
改
訂
版
』
の
小
項
目

「文
人
画

・
写
生
画
と

錦
絵
の
誕
生
」
で
は

「
…
こ
う
し
た
風
潮
の
な
か
で
、
鈴
木
春
信
は
錦
絵
と
よ

ば
れ
る
多
色
摺
り
の
画
法
を
完
成
さ
せ
、
浮
世
絵
に

一
大
変
革
を
も
た
ら
し
た
。

錦
絵
と
と
も
に
、
特
殊
な
色
彩
効
果
を
上
げ
る
技
法
も
生
ま
れ
て
、
絵
師
の
オ

能
を
存
分
に
発
揮
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
な
か
で
も
喜
多
川
歌
麿
や
東
洲
斎

写
楽
は
、
上
半
身
を
大
き
く
描
き
、
女
性
や
役
者
ら
を
個
性
ゆ
た
か
に
表
現
で

き
る
大
首
絵
を
完
成
さ
せ
た
」
と
し
、
ま
た
化
政
期
で
も
小
項
目

「浮
世
絵
の

発
展
と
文
人
画
の
広
ま
り
」
で

「浮
世
絵
は
、
錦
絵
に
よ
る
大
首
絵
の
美
人
画

や
役
者
絵
が
ま
す
ま
す
人
気
を
よ
び
、
歌
川
豊
国
ら
す
ぐ
れ
た
絵
師
が
誕
生
し

た
…
葛
飾
北
斎
と
安
藤
広
重
が
…
新
境
地
を
開
き
、
浮
世
絵
は
全
盛
期
を
む
か

え
た
」
と
あ
る
。
以
降
、
錦
絵
の
記
述
は
無
い
が
、
図
版
に
は
歌
川
国
芳
、　
一

恵
斎
芳
幾
、
３
代
目
広
重
な
ど
明
治
期
の
作
者
の
も
の
ま
で
図
版
で
紹
介
さ
れ

て
い
る
。

ま
た
山
川
出
版
社

一詳
説
日
本
史
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
錦
絵
の
絵
師
と
作

品
名
を
列
記
す
る
と
、
近
世
で
は
写
楽

「市
川
蝦
蔵
」
、
広
重

「東
海
道
五
十

二
次
」
、
歌
麿

一
ポ

ッ
ピ
ン
を
吹
く
女
」
、
北
斎

「神
奈
川
沖
浪
裏
」
な
ど
、
近

代
に
入
る
と
広
重

「
お
陰
参
り
」
、
以
下
絵
師
名
な
し
で

「富
岡
製
糸
場
」
「銀

座
通
り
」
「鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
」
「小
学
校
の
授
業
風
景
」
が
掲
載
さ
れ
る
が
、

三
省
堂
と
同
様
、
近
代
で
錦
絵
の
記
述
は
な
い
。
こ
れ
で
は
、
生
徒
に
、
浮
世

絵
な
り
錦
絵
は
近
世
ま
で
、
と
の
印
象
を
与
え
て
し
ま
う
。

近
世
か
ら
近
代
の
つ
な
が
り
の
例
と
し
て
、
近
世

「瓦
版
」
と
い
う
形
で
世

に
出
た
も
の
が
、
近
代
で
は
、
錦
絵
新
聞
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
取

っ
て
い
る
。

有
名
な
も
の
と
し
て
は
、

一
八
七
四

（明
治
七
）
年
創
刊
の

「東
京
日
日
新
聞
」

が
知
ら
れ
る
。
二
千
枚
売
れ
れ
ば
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
こ
の
時
代
に
、
同
紙
は
万

を
超
え
る
大
評
判
で
あ

っ
た
。
も

っ
と
も
こ
れ
も
長
続
き
せ
ず
、
ま
も
な
く
平

仮
名

・
絵
入
り
の
新
聞
が
出
て
か
ら
は
飽
き
ら
れ
て
い
く
。
以
後
は
、　
一
八
七

七
年
の
西
南
戦
争
、
八
九
年
の
憲
法
発
布
、
九
四
年
の
日
清
戦
争

（史
料
５
）
、

一
九
〇
四
年
の
日
露
戦
争
な
ど
を
題
材
に
取
り
入
れ
、
ニ
ユ
ー
ス
性
を
帯
び
た

錦
絵
が
、
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
た
と
い
う
。
も

っ
と
も
戦
争
が
終
わ
る
と

一
気
に

売
れ
な
く
な

っ
た
が
。
こ
の
様
に
錦
絵
は
、
二
十
世
紀
初
め
、
つ
ま
り
日
露
戦

争
期
ま
で
そ
の
命
脈
を
保

っ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
近
世
後
期
～
幕
末
と
比
較

し
て
、
近
代
の
錦
絵
は
衰
退
期
に
入
っ
た
と
い
う

一
般
論
が
あ
る
。
し
か
し
そ

う
だ
と
し
て
も
、
明
治
期
の
錦
絵
に
も
触
れ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

歌
川

一
門
の
絵
師
は
じ
め
小
林
清
親

・
三
代
広
重
な
ど
多
く
の
絵
師
を
輩
出

し
た
明
治
期
。
評
価
は
、
む
し
ろ
海
外
に
お
い
て
高
く
、
そ
の
結
果
多
く
の
錦

絵
が
流
失
し
て
し
ま
う
。

近
世
と
近
代
を
分
断
し
て
と
ら
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
連
続
し
た
踏
ま

え
方
も
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
錦
絵
も
そ
の
例
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
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五
、
世
界
と
交
流
し
た
錦
絵

錦
絵
は
、
よ
く
庶
民
文
化
の
代
表
格
と
呼
ば
れ
る
。
北
斎

・
広
重
ら
に
よ

つ

て
文
化
文
政
期
に
全
盛
を
見
る
の
に
は
、
彼
等
の
絵
を
刷
る
と
き
の
色
付
け

つ

ま
り
顔
料
が
、
一
大
転
換
期
に
当
た

っ
て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

例
え
ば
、
天
保
期
か
ら
幕
末
に
か
け
て
活
躍
し
、
風
景
画
の
ジ
ャ
ン
ル
を
確
立

し
た
と
い
わ
れ
る
安
藤
広
重
。
「東
海
道
五
十
二
次
」
シ
リ
ー
ズ
の
基
調
と
な

っ
て
い
る
色
は
、
海
や
川
そ
し
て
空
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
大
地
ま
で
濃
い
青

色
で
あ
る
。
こ
の
藍
色
は
文
字
通
り
藍
の
葉
や
茎
か
ら
の
本
藍
を
と

つ
て
使
用

し
て
い
た
、
高
価
な
も
の
だ

っ
た
。
そ
れ
が

一
八
二
九

（文
政

一
二
）
年
頃
、

オ
ラ
ン
ダ
を
通
し
て
化
学
染
料
の

「
ベ
ロ
藍
」
が
伝
え
ら
れ
た
。
本
藍
よ
り
も

色
鮮
や
か
、
か
つ
安
価
な
の
で
天
保
期
に
な

っ
て
ほ
ど
ん
ど
が

「
ベ
ロ
藍
」
に

と

っ
て
変
わ

っ
た
。
ベ
ロ
藍
の
出
現
で
広
重
の
錦
絵
が
確
立
し
た
と
い
う
評
価

も
あ
る
ｃ

明
治
時
代
に
入
る
と
今
度
は
派
手
な
赤
色
が
多
く
用
い
れ
ら
れ
、
こ
の
時
代

の
錦
絵
を

一赤
絵
」
の
時
代
と
呼
ぶ
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
ち
ら
も
舶
来
顔
料
で
、

「
ア
ニ
リ
ン
紅
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
毒
々
し
い
く
ら
い
の
赤
色
。
騒
々
し
く

落
ち
着
き
の
な
い
世
相
を
反
映
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

以
上
か
ら
、
ベ
ロ
藍
そ
し
で
ア
ニ
リ
ン
紅
と
い
ず
れ
も
海
外
か
ら
の
顔
料
が

錦
絵
の
興
隆
に
大
き
く
関
わ

っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
錦
絵
は
、
複
製
も
手
軽
だ
が
是
非
と
も
本
物
を
生
徒
に
見
せ
て
あ
げ
た

い
。
絵
の
細
や
か
さ

（例
え
ば
髪
の

一
本

一
本
も
大
切
に
し
て
描
い
て
い
る
）

色
合
い
の
素
晴
ら
し
さ
、
工
程
の
複
雑
な
こ
と
、
さ
ら
に
は
絵
師

・
彫
師

・
刷

り
師

・
版
元
が
き
ち
ん
と
解
る
よ
う
に
紙
面
に
サ
イ
ン

・
押
印
が
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
創
作
の
上
で
は
、
平
等
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
自
由
平

等
の
先
進
地
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
で
さ
え
も
や
は
り

一絵
師
」
が
大
事
に
さ

れ
て
い
て
、
開
国
さ
れ
て
か
ら
海
を
渡

っ
た
日
本
の
錦
絵
は
、
画
法
だ
け
で
な

く
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
彫
師

・
刷
師
の
地
位
向
上
の
き

っ
か
け
に
も
な
っ
た
と
い
う

話
も
し
て
や
り
た
い

（注
７
）
。

浮
世
絵

・
錦
絵
は
、
海
外
で
紹
介
さ
れ
、
そ
の
素
晴
し
い
芸
術
性
が
注
目
さ

れ
、
特
に
画
法
が
大
い
に
参
考
に
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
以
上
の
様
な
点
で

も
影
響
が
あ

っ
た
の
で
あ
る

（注
８
）
。

六
、
ま
と
め
に
か
え
て

以
上
、
傘
連
判
お
よ
び
錦
絵
を
取
り
上
げ
て
、
雑
駁
な
検
討
の
ま
ま
書
き
連

ね
て
き
た
。
細
部
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
各
所
で
述
べ
た
よ
う
に
今
後
の
課
題

最
後
に
高
校
の
教
育
現
場
で
は
、
世
界
史
と
日
本
史
の
枠
が
あ
る
が
、
そ
の

枠
に
と
ら
わ
れ
ず
、
広
い
視
野
に
立

っ
て
、
歴
史
的
事
象
を
提
示
し
て
い
く
必

要
性
を
改
め
て
感
じ
る
。
そ
の
意
味
で
、
傘
連
判
と
錦
絵
は
、
ま
さ
に
格
好
の

素
材
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

【注
】

注
１
、
例
え
ば

『近
代
と
は
何
だ
ろ
う
か

。
鶴
見
俊
輔
座
談
』

（晶
文
社
１
９
９
６
年
）

注
２
、
『
日
本
歴
史
大
辞
典
』
第

一
巻
　
　
　
（小
学
館
２
０
０
０
年
）
所
収

注
３
、
本
騒
動
に
つ
い
て
の
概
要
は
、
「郡
上
宝
暦

一
揆
～
幕
藩
と
５
年
間
闘

っ
た
立
百
姓
た
ち
」
『
図
説
日
本
の
百
姓

一
揆
』
（民
衆
社
１
９
９
９
年
）

所
収
が
図
版
も
多
く
理
解
し
や
す
い
。

注
４
、
実
態
は

一
揆
過
程
に
お
い
て
分
裂
が
激
し
く
、
宝
暦
八
年
の
人
別
帳
に

よ
れ
ば
、　
一
揆
に
加
わ

っ
た

「
立
者
」
四
八
人
、
加
わ
ら
な
か

っ
た

「寝
者
」

一
九
人
と
な

っ
て
い
る
。
な
お
本
連
判
状
は
、
岐
阜
県
郡
上

郡
白
鳥
町
の
白
山
文
化
博
物
館
に
二
点
と
も
展
示
さ
れ
て
い
る
。

と
し
た
い
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注
５
、
『精
解
韓
日
辞
典
』
初
版

（高
麗
書
林
１
９
７
２
年
）
．
県
立
港
南
台
高

校
教
諭
、
新
谷
桂
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
こ

注
６
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
事
例
は
、
勤
務
校
卒
業
生
の
西
尾
夏
雄
氏

（米
国
通
信

社
日
本
支
社
勤
務
）
の
ご
教
示
に
よ
る
。

注
７
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
周
知
の
よ
う
に
英
国
は
本
版
、
フ
ラ
ン
ス
は
銅
版

画
が
中
心
で
あ

っ
た
。

例
え
ば
、
五
雲
亭
貞
秀
は
、　
一
八
六
六

（慶
応
二
）
年
に
パ
リ
万
博
に

浮
世
絵
師
代
表
と
し
て
渡
欧
す
る
な
ど
の
活
躍
を
す
る
。
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
浮
世
絵
は
、
仏
の
特
に
印
象
派
画
家

（
モ
ネ

・
マ
ネ
な

ど
）
に
影
響
を
与
え
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
よ
ば
れ
る
日
本
ブ
ー
ム
が
お

こ
る
き

つ
か
け
を
作

っ
た
。

二
日
町
村

郡
中

一
統
之
相
談

二
抜
ケ
申

間
敷

候
、
若
抜
ケ
候

ハ
ゞ
、

為
郡
中
如
何
様

二
被
成

候

共
相

恨

二
申

間
敷

候

宝
暦

孔
六
年
三
月
廿

四
日

(史料 1)
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傘連判状 (52.5cm× 39.5cm)

出典 :高橋正一郎「傘連判状」『続・手に取る日本史教材』所収 (地歴社 1998)

原本は、岐阜県白鳥町歴史民族資料館所蔵 (以下の図版は何れも縮小 )
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(史料 2)
）ラ
畜
・
奮
ゴ
Ｊ
あ
外
クヽ
４
‐

鷲
ム

を
■
ノ

一番
，
デ

〔

卜
一釧
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を
壊
イ
‘‥　
　
・

．

・■
移
′
魚
■
ン

螂
千

ス
立
４
‐

サ
も
‘

』
朴

，
一

1876(明治 9)年の車連判状

写
真
は

一
八

一
七

（文
化

一
四
）
年
二
月
、
武
蔵
国
都
筑
郡
中
鉄
村
、
寺

家
村

（現
横
浜
市
青
葉
区
）
の
農
民
が
領
主
で
あ
る
旗
本
寛
政
房
の
御
用
金

賦
課
に
対
し
農
民
が
皆
難
渋
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
そ
の
赦
免
を
要
求

し
て
門
訴
を
行

っ
た
際
の

一相
極
メ
申
両
村

一
統
儀
定
連
印

一
札
之
事
」
と

い
う
傘
連
判
状
で
あ
る
。

傘
連
判
状
は
、
円
形
を
描
き
、
そ
の
周
囲
に
放
射
状
に
署
名
し
た
連
判
の

形
が
傘
を
開
い
た
よ
う
に
見
え
る
の
で
そ
の
名
が
あ
る
。
円
連
判
状
と
も
い

う
。
こ
れ
は
全
員
が

一
味
同
心
し
た
意
志
を
強
く
表
し
、
同
時
に
発
起
人
が

誰
で
あ
る
か
を
隠
す
と

い
う
意
味
を
持

っ
て
い
る
。
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２
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“

高崎五万石騒動車連判状 (下小鳥村、明治 2年 )

(史料 3)
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傘連判状 (『神奈川県史』資料編8)

出典 :『史料で見る神奈川の歴史』 (神奈川県高校社会科部会歴史分科会1997)
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(史料 4)
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